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通知　記4（1））。

①

①

②

（平成１４年度以前の工事は対象としない  



       



       



    

　４．３．２　　承認・不承認の通知 
 
　　 
　発注者は、4.3.1の申請内容の確認により、ＩＳＯ９００１活用工事の取扱い　　　　　 
を行うことが適当と認めた場合は、申請日から１４日以内に承認し、下記に示す 
様式（「通知」別記様式２）により、その旨を申請者に通知する（通知　記４（２））　 
　また、ＩＳＯ９００１活用工事の取扱いを行うことが適当でないと認めたときは、 
申請日から１４日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する（通知　記 
４（３））。 
 
 
　「通知」別記様式２ 
 
 
 
 
　　　　　　　ＩＳＯ９００１認証取得活用監督業務等承認通知書 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　　号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日 
 
　　住所 
　　商号又は名称 
　　代表者氏名 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇事務所長（〇〇局長） 
 
 
 
　　　平成　　年　　月　　日付けで申請のあった〇〇〇〇建設工事に関する　　　 
ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等については、承認します。
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（2）一部の工種についてISO9001活用工事の取扱いを希望しない場合 
 
　　　請負者は、一部の工種についてISO9001活用工事の取扱いを希望しな 
　　い場合は、監督職員の承諾を得た上で、通常の立会い及び通常の段階 
　　確認を受けることができる（通知　記７（3）） 
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（請負者）
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土質の変化、切盛土の出来形に

通常の段階確認を実施すること。
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　　段階確認については、ＩＳＯ９００１活用工事においては一般監督に対して 
　表ー４．６に従って段階確認の程度を変更（低減）する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適当な時期に請負者の検査記録の一部を抽出して確認 
⑥　　その他の項目　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すること。　　　　　　　　　

事前に試験矢板又は試験杭の施工 

杭の施工以降の矢板及び杭の施工については、適当な時

期に請負者の検査記録の一部を抽出して確認すること。
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管理内容
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